
相談種類 曜日（祝日除） 時間 相談場所 連絡先
住民相談（弁護士等が
相談を受けます） 第 1・3 木曜 13：00～17：00 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

女性相談 第 2・4 金曜 11：00～15：30 役場 1 階住民相談室（要予約） 総務課（内線 404・405）

外国人生活相談 ①毎週月曜
②毎週木曜

①10：00～13：00
②13：00～16：00

ふじみの国際交流センター
( ☎相談は 269-6450） 総務課（内線 404・405）

内職相談 毎週水曜 10：00～16：00 役場 2 階内職相談室 内職相談室（内線 292）

消費生活相談 ①毎週火 ･ 金曜
②毎週月・水・木曜 10：00～16：00 ①役場 2 階消費生活相談室

②観光産業課
①消費生活相談室（内線 292）
②観光産業課（内線 214）

子育て相談 毎週月～金曜 随時受付 各保育所・子育て支援センター

第 1 保育所☎ 258-0512
第 2 保育所☎ 258-6858
第 3 保育所☎ 258-9961
子育て支援センター☎ 258-5106

こども家庭何でも相談 毎週月～金曜 9：00～17：00 役場 1 階こども支援課 こども支援課☎ 258-0055

教育相談 毎週月～金曜 10:00 ～ 16：00 総合体育館 4 階教育相談室
電話相談は☎ 274-1023 学校教育課（内線 522）

大人の健康相談 第 3 木曜 9：00～15：30 保健センター（要予約） 保健センター☎ 258-1236

こころの健康相談 第 2 火曜 14：00～16：00 地域生活支援センター（要予約） 福祉課障がい者支援係
（内線 176 ～ 178）

高齢者相談
（介護・認知症相談）

①月～金曜
②月～土曜
③火～土曜

①8：30～17：15
②･③9：00～17：00

①地域包括支援センター
②みずほ苑
③はなまる

①地域包括支援センター（内線188･189）
②みずほ苑☎ 258-9488
③はなまる☎ 258-7067

リハビリ相談
(65 歳以上対象 ) 第 2 水曜 10：00～12：00 藤久保公民館 2 階図書室（要予約） 地域包括支援センター

（内線 188・189）
福祉・生活相談
生活なんでも相談 毎週月～金曜 8：30～17：15 社会福祉協議会 社会福祉協議会☎ 258-0122

不動産相談 第 3 水曜 13：00～16：00 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）
マンション管理相談 第 3 月曜 13：30～16：30 役場 1 階相談室（要予約） 都市計画課（内線 238）

庁舎内 FAX 番号内訳表
フロア 内線番号 FAX 番号

1 階
120 ～ 138 274-1050
140 ～ 158 274-1101
上記以外の 100 番台 274-1051

2 階 242 ～ 256 274-1053
上記以外の 200 番台 274-1052

4 階 300 ～ 424 274-1054
上記以外の 400 番台 274-1055

5 階 500 番台 274-1056
6 階 600 番台 274-1057

10 月の土曜開庁は 6日です

無料相談
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問住民課住民係 内 142 ～ 146
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町と社会福祉協議会に、次の寄付が寄
せられました。貴重な財源として役立
たせていただきます。ありがとうござ
いました。（敬称略）

【愛の福祉基金】
㈲ ソ リ ッ ソ /7,000 円、 高 橋 義 男
/100,000 円、三芳町体育協会 /20,000
円、 寺 尾 雅 治 /1,500 円、 田 崎 良 廣
/1,500 円、匿名 4 人 /7,500 円

【物品】車いす / 中林昭二

寄付のお知らせ

工事名 完成予定 工事個所 距離
町道幹線 7 号線 ( 都市計
画道路 ) 改良工事 平成 24 年 12 月 14 日 藤久保第 1 区地内

藤久保第 4 区地内 35.50 ｍ

町道上富 164 号線道路
修繕工事 平成 24 年 11 月 30 日 上富第３区地内 60.00 ｍ

町道北永井 36 号線道路
修繕工事 平成 24 年 11 月 30 日 北永井第３区地内 45.00 ｍ

リサイクル

ゆずり
ます

①山村学園高校 ( 男子 )
　制服上下 160 ～ 165㎝
②大正琴
③ひな人形 8 段飾り
④ひな人形７段飾り
⑤健康器具 ( 乗馬 )

ゆずっ
てくだ
さい

①ノートパソコン
②ジュニアシート
③チャイルドシート
④工業用ミシン

問環境課環境対策係 内 216・217
kankyo@town.saitama-miyoshi.lg.jp

問住民課保険年金係　内 156

退職（失業）による特例免除制度を
ご利用ください

　厚生年金に加入していた人が退職（失
業）されると、市区役所・町村役場で国
民年金の加入手続きを行い、月額14,980
円（平成 24 年度の金額）の保険料を納
めることになります。
　ただし、保険料を納めることが経済的
に困難な人には、申請によって保険料の
納付を免除される制度があります。
　特例免除制度は、退職（失業）した年
度及び翌年度に限り利用することができ
ます。通常、保険料が免除されるためには、
申請者本人・配偶者・世帯主が、所得基
準の範囲内である必要がありますが、特
例免除では審査の対象となる申請者本人
の所得を除外して審査を行います。
　特例免除を申請される場合は、雇用保
険受給資格者証や雇用保険被保険者離職
票等の公的機関の証明書の写しを添付し
て住所地の市区役所・町村役場国民年金
担当窓口へ提出してください。
　なお、学生で国民年金保険料を納付す
ることが困難な場合は、学生納付特例制
度をご利用ください。

国民年金のお知らせ

国の教育ローンの案内28

高校・大学等への入学時・在学中にか
かる費用を対象とした公的な融資制度
です。

お知らせ③三芳町役場 ☎049(258)0019(代表）
〒354-8555　三芳町大字藤久保1100番地1お知らせ③

information

10 月 31 日㈬の納期限は次のとおり
です。納期限内に納付してください。
■町民税・県民税 ( 第 3 期 )
■国民健康保険税 ( 第 4 期 )
■介護保険料 ( 第 4 期 )
■後期高齢者医療保険料 ( 第 4 期 )
収納は藤久保・竹間沢出張所でも
行っています。

納期限にご注意ください
モノを買う前、捨てる前に、ぜひご利
用ください。モノを長く大切に使って、
節約やごみの減量に取り組もう！

町では毎月第１土曜日を役場（本庁）の
住民・福祉・税務などの一部窓口と各出
張所を開庁していますので、ぜひご活用
ください。本庁、出張所ともに午前８時
30 分から正午まで開庁しています。

人権擁護委員が委嘱され
ました27

氏名 山﨑百惠　(敬称略)
住所 北永井 871 番地 5

10月1日付けで、次の人が法務大臣か
ら人権擁護委員に委嘱されました。

問総務課人権推進係　内 404・405

融資額 学生・生徒1人あたり300万円
以内

利率
年 2.35％
母子家庭利率 : 年 1.95％
( 各固定金利は 9/10 現在 )

返済
期間

15 年以内 ( 交通遺児家庭また
は母子家庭は 18 年以内 )

返済
方法

毎月元利均等返済
( ボーナス時増額返済も可能 )

問教育ローンコールセンター
☎ 0570-008656・☎ 03-5321-8656


